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奈良県総務部税務課

第20回奈良県税制調査会資料 ②

■法人県民税特例制度について





諮問内容

法人県民税特例制度税率の制度設計について

課税から４５年が経過した。昨今の経済情勢により、税収は減少傾向であるが、
今後使途事業費については大きく増加することが見込まれる。

このような中､法人県民税特例制度（適用条件、使途事業など）は､今後どうある
べきか。

◇法人県民税特例制度について【本県の自主的な税制】



◇法人県民税特例制度について【これまでいただいた主なご意見】

産業政策を使途に含めることはどうか。受益の対象（労働者向け、経営者向け等）の視点が必要。経営者に対す
るケアも。(第18回 上村委員)

社会福祉医療に使うのはある程度納得感が得られるだろう。県外本店法人にも受益が及ぶことが望ましいが、こ
れは県外法人の県内活動にということ。

他府県で教育・子育て支援関連も存在するが、これは、検討してもいいかもしれない。教育・子育て環境は従業
員の家族にとって大事なファクター。(第19回 上村委員)

《本県の超過課税の目的》
「社会福祉・医療推進」により、従業員の勤務環境を改善し、法人が人材確保・育成できる環境を整える。

他団体では、使途事業に産業振興を含めているところもあるが、補助金等は対象事業者が限られ全体に受益
が及ばないことも多い。

これまでの使途事業（障害者福祉施設整備、老人福祉施設整備、医療施設整備）に加え、児童福祉施設整備（
こども家庭相談センター施設整備）の追加を検討。家庭内の問題や心配事を解消し、子育て中の女性が就労しや
すい環境を整えることで、企業における女性活躍を支援。

今後も法人に受益のある成果指標を示しながら、引き続き納税者への説明等、より丁寧に行っていきたい。

論点① 使途事業の事業効果と受益と負担のあり方

＜委員意見＞

企業版ふるさと納税のようにＣＳＲのような発想で受け止めてもらえれば納税意義はあるのでは。そういう位置づ
けができれば社会福祉関係に使っていることともリンクがはっきりする。(第19回 林座長)



◇法人県民税特例制度について【これまでいただいた主なご意見】

論点③ 課税期間途中での妥当性や有効性の評価の仕組み

仮に法人税額の線を500万円に広げても、納税者は増えるが、相応な増収につながらない。
個人に関しても、森林環境税だけでなく、昨年消費増税もあって、これ以上の負担は懸念材料。

対象法人の裾野を広げる等、「誰が払っているのか」を見るとよい。また、個人への負担はどうか。
（第18,19回 佐藤委員、横山委員）

論点② 地方法人課税改正後の超過課税制度のあり方

＜委員意見＞

前回の見直しに際しては、その検討を見直し期限を迎える年度に開始したが、答申を踏まえて、今回は期限の
前年度から検討を開始している。
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１ ゴルフ場利用税 軽減制度の導入検討について既存制度の見直し－法人県民税法人税割の適用期間の延長

社会福祉の増進又は医療の向上を図る施設の整備等に要する経費の財源に充てるため、令和3年3

月31日までの間に終了する事業年度まで、法人県民税の法人税割の税率を特例税率としていることか

ら、その延長について検討を行う。

法人県民税法人税割の概要

項目 内容

納税義務者 県内に事務所等を有する法人等

税率

法人税額の１．８％ （中小法人等は１．０％（標準税率））
※R1.10.1以後に開始する事業年度

【中小法人等】
次の法人のいずれかで、かつ法人税額又は個別帰属法人税割が年１，０００

万円以下の法人
① 資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人
② 資本又は出資を有しない法人
③ 県税条例第２４条第４項において法人とみなされる法人

適用期間 平成２８年４月１日から令和３年３月３１日までの間に終了する各事業年度分

税収による使途
標準税率を超える部分（特例分：０．８％）による税収は、「社会福祉施設等整

備基金条例」により基金に積み立て、使途事業に充当

税収（特例分） 約４２６百万円（平成30年度決算ベース）



１ 制度の趣旨・経緯

２ 事業費と税収の推移

・ 社会福祉の増進又は医療の向上を図る施設の整備等に要する経費の財源に充てるため、法人県民税（法人税割）について
昭和５１年から条例による特例制度の適用を実施し、社会福祉施設整備基金に積み立てて活用しているところ。

・ 令和２年度末で条例の適用期限が到来するため、次年度以降の特例制度の適用について検討することが必要。

平成２８年度～R２年度
①心身障害者福祉施設
②老人福祉施設
③県立医科大学附属病院
の整備事業に活用

※R１年度以降の事業費及び特例分税収については見込額 3

障害者福祉施設数

H27 1,902⇒ H30 2,218

老人福祉施設数
H27 148 ⇒ H30 158

法人県民税の特例制度について

適用期間 S61～H２ H３～H7 H８～H12 H13～H17 H18～H22

目 的 社会福祉施設の整備

対象

資本金額等が１億円
を超える法人　または

資本金額等が１億円を
超える法人　または

法人 法人税額400万円を
超える法人

法人税額1,000万円を
超える法人

6.0% 5.8% 　

（中小法人等5.0％） （中小法人等5.0％） R1.10～ 1.8％

特例分1.0％ 特例分0.8％ （中小法人等1.0％）

特例分0.8％

H23～H27

社会福祉の増進及び医療の向上を図る施設の整備

H28～R2

同左

税 率
（中小法人等3.2％）

特例分0.8％

H26.10～ 4.0％

現行の基準は２３年を経過し、対象法人にとっても定着

法人県民税法人税割の
税率引下げに併せて、
地方法人税（国税）を創設

法人県民税法人税割の税率
引下げに併せて、地方法人税
（国税）の税率引上げ

３ 事業実績



※ （ ）は調査時点（R1.8月）の税率
税率や対象法人等の適用条件を変更する予定の都道府県はない見込み。（R２年度末で適用期間が終了するのは12県）

（１） 全国の動向

（２） 他府県の実施目的
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法人県民税特例制度の適用条件

奈良県と同様の実施目的（社会福祉等）であるのは２７県

奈良県と全く同じ適
用条件であるのは
３３県他府県の

適用条件 その他 ２千万・

※３億・２千万円 4千万・5千万円超

2 44 43 1 2 38 3 5
（静岡県を除く全
都道府県が特例

制度を適用）

税率 対象法人

2.0%
(4.2%)※

1.8%
(4%)※

資本金の額等 法人税額

１億円超 ２億円超 1千万円超
１５百万・
１６百万円超

都道府県 超過課税の実施目的（使途） 都道府県 超過課税の実施目的（使途）

北海道 教育施設の整備拡充 ～ R3.7.31 滋賀県 財源確保（使途の制限なし） ～ R8.1.31

青森県 社会福祉施策の充実 ～ R3.3.31 京都府 産業の振興と社会基盤の整備 ～ R3.3.31

岩手県 産業・雇用分野に係る諸施策 ～ R3.1.31 大阪府
道路網などの都市基盤整備や防災対策の充実といった大都市圏特有の緊急かつ膨

大な財政需要に対処
～ R5.10.31

宮城県 少子・高齢化社会対策 ～ R3.4.30 兵庫県
勤労者の能力向上と労働環境の整備への支援，子育てと仕事の両立支援，子育て世

帯への支援
～ R6.9.30

秋田県 社会福祉施設の整備及び医療の充実 ～ R3.3.31 奈良県 社会福祉の増進または医療の向上を図る施設の整備等 ～ R3.3.31

山形県 少子高齢化に対応する福祉・医療の充実や，次代を担う人材を育成する教育の充実 ～ R4.1.31 和歌山県 福祉対策等基金に積み立て，県独自の福祉医療費等 ～ R3.3.31

福島県 商工業の振興，社会福祉の充実・次世代育成の支援及び教育・文化の振興 ～ R4.1.31 鳥取県 産業振興の財源 ～ R3.3.31

茨城県 産業，教育，福祉，医療等の重要施策 ～ R3.1.31 島根県 自主財源を確保 ～ R4.3.31

栃木県
教育環境の充実整備，県民文化・スポーツの振興，安全・安心の確保，少子高齢社会

における保健・医療・福祉サービスの充実及び産業の振興
～ R3.4.30 岡山県 教育の再生，産業の振興及び安心で豊かさが実感できる地域の創造 ～ R8.3.31

群馬県 県民の安心・安全な暮らしを実現するための本県独自の施策 ～ R3.4.30 広島県
大規模社会福祉施設（大規模な社会福祉施設，医療施設，保健休養施設など）の建

設に要する経費の財源
～ R7.3.31

埼玉県 雇用・中小企業対策，教育の充実，環境対策等 ～ R3.1.31 山口県 社会福祉施設及び教育・文化・スポーツ施設の整備拡充 ～ R8.1.31

千葉県 都市基盤・防災及び福祉・医療施設の整備等 ～ R2.10.31 徳島県 県土強靱化・交通ネットワーク整備・産業活性化 ～ R8.1.31

東京都 大都市特有の膨大な財政需要に対応 ～ R7.9.30 香川県 社会福祉の充実，教育の振興，地域産業の振興 ～ R8.3.31

神奈川県
「災害に強い県土づくりの推進」及び「東京オリンピック・パラリンピックに向けた幹線

道路の整備」
～ R2.10.31 愛媛県 保健医療の充実，社会福祉の充実 ～ R5.3.31

新潟県 福祉施設及び社会文化施設の建設 ～ R4.3.31 高知県
主要な施策の推進（産業振興，南海地震対策，健康・福祉の向上，教育・文化の振

興，インフラ整備）
～ R4.8.31

富山県 社会福祉の充実，教育・スポーツの振興等 ～ R7.3.31 福岡県 社会福祉の充実及び教育の振興 ～ R4.1.31

石川県 競争力のある元気な産業づくり、交流が盛んな特色ある地域づくり等 ～ R3.1.31 佐賀県 本県の厳しい財政状況を踏まえ，超過課税を実施 ～ R4.3.31

福井県 産業振興，教育施設等の整備 ～ R3.4.30 長崎県 総合交通体系及び文化・スポーツ施設等の都市基盤の整備充実 ～ R4.12.31

山梨県 社会保険の充実及び教育文化の振興 ～ R3.3.31 熊本県 少子化対策・高齢者福祉施策の推進、産業の振興、雇用の創出 ～ R3.9.30

長野県 中小企業の振興，産業人材の育成・確保及び産業基盤の整備 ～ R3.10.31 大分県 産業の活性化，交通ネットワークの整備及び教育・人づくりの充実を図るため ～ R3.3.31

岐阜県 少子化対策の推進及び社会福祉の充実並びに教育の振興 ～ R3.1.31 宮崎県 社会保障関係費や公共施設等の老朽化対策 ～ R3.1.31

愛知県 教育・文化施設，社会福祉施設，勤労者福祉施設，中小企業対策施設の整備維持 ～ R7.8.31 鹿児島県
高齢者福祉の充実，幹線交通体系の整備，災害に強い県土づくりなどの各種施策の

推進
～ R3.3.31

三重県
高齢者等の保健福祉の向上、中小企業の振興、体育・スポーツの普及振興、「ごみゼ

ロ社会」の実現や廃棄物の適正な処理の推進、子ども・子育て施策の推進
～ R7.12.31 沖縄県 中小企業の育成、社会福祉の充実 ～ R7.5.31

適用期間 適用期間

R2.6 栃木県照会



5

（３）自動車税身体障害者等減免前回の答申
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（３）自動車税身体障害者等減免「法人県民税超過課税について（答申） 」を踏まえた見直しに向けての論点整理

奈良県が今後も医療、福祉について充実を図っていくのであれば、直接的な利益を享受する奈良県民に対して広く負
担を求めていくべきという視点にたった考えにも留意する必要がある。

法人の利益に担税カを見出し超過課税を行うのであれば、負担している法人に対しての合理的な説明が必要であるこ
とから、使途事業として、法人において勤務する労働者にとり、より働きやすい環境を整えるという観点に立脚し、それ
らの環境づくりに資する、保育や修学前教育等の児童福祉施設、あるいは介護等に係る老人福祉施設等のさらなる充
実を検討することが適当である。

論点１ 使途事業の事業効果と受益と負担のあり方

論点２

論点３

地方法人課税改正後の超過課税制度のあり方

課税期間途中での妥当性や有効性の評価の仕組み

検討 ・現行の使途事業の実施による事業効果及び負担者である法人の受益
・負担者である法人の状況とそれに応じた使途事業
・法人の勤務環境づくりに資するための使途事業の充実
・個人への追加負担の必要性・可能性

検討 ・地方法人課税改正の趣旨
・改正による法人の税負担及び県収入への影響

→ 前回の見直しに際しては、その検討を見直し期限を迎える年度に開始したが、答申を踏まえて、今回は期限の
前年度から検討を開始している。

国で行われている地方法人課税改革の動向にも注視しつつ、この超過課税制度のあり方の検討についても、今後の
課題として提起しておく。

税率や使途事業については、課税期間途中であっても妥当性や有効性を評価し、その上で見直し等ができるような
仕組みについても併せて検討することが適当である。
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（３）自動車税身体障害者等減免論点１ 使途事業の事業効果と受益と負担のあり方

検討 ・現行の使途事業の実施による事業効果及び負担者である法人の受益

1,902 ⇒ 2,218
平成27年 平成30年

148    ⇒ 158
平成27年 平成30年

障害者福祉施設数の推移

事業実績 事業効果（法人の受益）

特別養護老人ホームの待機者数

3,453人 ⇒ 3,043人
平成27年 平成30年

奈良県立医科大学附属病院の
延べ入院患者数

290,196人 ⇒ 311,518人
平成27年 平成30年

老人福祉施設数の推移

・障害者及び老人福祉施設が増加。
・県立医大の病床数が増加。

・障害者や高齢者の雇用・生活環境の整備により、
介護者の介護と仕事の両立を支援。

・県内の高度医療機関の受入体制充実による通院時
間の削減により、企業での労働時間を確保。

978 ⇒ 992 
平成27年 平成30年

奈良県立医科大学付属病院の
病床数の推移

障害者雇用率

2.4％ ⇒ 2.79％
（全国3位） （全国2位）

平成27年 令和元年



（単位：社・千円）

1千万円超 1千万円以下 1千万円超 1千万円以下 5百万円超 5百万円以下

16 73 11 63 11 63

ー 37,362 ー 61,701 ー 61,701

337 10,644 7,043 18,024 415 11,458 7,442 19,315 732 11,141 7,442 19,315

80,735 ー ー 80,735 99,032 ー ー 99,032 116,366 ー ー 116,366

105 949 85 851 85 851

ー 196,024 ー 193,074 ー 193,074

747 1,099 575 2,421 945 1,225 650 2,820 1,094 1,076 650 2,820

36,328 ー ー 36,328 60,401 ー ー 60,401 69,263 ー ー 69,263

121 1,022 96 914 96 914

うち県外
本店の割合

86.8% 92.9% 88.5% 93.1% 88.5% 93.1%

ー 233,387 ー 254,775 ー 254,775

うち県外
本店の割合 ー 84.0% ー 75.8% ー 75.8%

1,084 11,743 7,618 20,445 1,360 12,683 8,092 22,135 1,826 12,217 8,092 22,135

うち県外
本店の割合 68.9% 9.4% 7.5% 11.8% 69.5% 9.7% 8.0% 12.7% 59.9% 8.8% 8.0% 12.7%

117,063 ー ー 117,063 159,434 ー ー 159,434 185,630 ー ー 185,630

うち県外
本店の割合 31.0% ー ー 31.0% 37.9% ー ー 37.9% 37.3% ー ー 37.3%

466社 (21.4%)

26百万円 (6.3%)

【適用要件引下げの影響】　　

・増加法人数　（2,178→2,644社）：

・増加超過税額（414→440百万円）：

254,775

93.7%

84.0%

93.6%

75.8%

93.6%

75.8%

233,387 254,775

合計

H26 H30
適用要件（法人税額）を5百万円超に引下げ

（H30をベースに試算）

57

欠損

52

法人税額

合計

超過税額

法人数

超過税額

法人数

資本金
１億円超

資本金
１億円以下 超過税額

県内
本店

資本金
１億円超

資本金
１億円以下

県外
本店

資本金
１億円超

資本金
１億円以下

法人数

超過税額

法人数

超過税額

法人数

61,70161,701

766

193,074

766

193,074

818

法人税額
欠損

法人税額
欠損合計

818

合計

844

196,024

901

超過税額

法人数

37,362

52

【メリット】
・税収の増 ・超過課税適用法人数の増

【デメリット】
・中小企業に対する税負担の増
・増収見込額が26百万円と増収効果が限定的

8

（３）自動車税身体障害者等減免論点１ 使途事業の事業効果と受益と負担のあり方

検討 ・負担者である法人の状況とそれに応じた使途事業

県外本店の法人の数・超課税額の割合が高く、それはＨ30年度も同様の傾向
[法人数 ㉖：80％（1,591／1,985社） → ㉚：79％（1,711／2,178社）]
[超課税額 ㉖：66％（232／350百万円） → ㉚：61％（253／414百万円）]

⇒使途事業は、県内本店だけでなく、県外本店の法人にも受益が及ぶことが
望ましい
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（３）自動車税身体障害者等減免論点１ 使途事業の事業効果と受益と負担のあり方

検討 ・負担者である法人の状況とそれに応じた使途事業

《本県の超過課税の目的》 「社会福祉・医療推進」により、従業員の勤務環境を改善し、法人が人材確保・育成できる環境を整える。

超過課税の目的（使途） 都道府県 メリット デメリット

社会福祉・医療推進
（奈良県）

27
個人に受益があるため、従業者を通じて広く法人に受
益が及ぶ。

直接の受益者が個人で、法人の受益が間接的とな
る。

産業振興
（例:企業立地の補助金）

20 事業対象法人には直接受益が及ぶ。 事業対象法人が限られ、全負担者に受益が及ばない。

教育・文化・スポーツ振興
（例:上記施設の整備）

20
個人に受益があるため、従業者を通じて広く法人に受益
が及ぶ。

個人を通じた法人の受益の発現が長中期的又は部分的
となる。

防災・社会基盤整備
（例:危険斜面に面する道路整備）

10 事業対象地域の法人に直接受益が及ぶ。 事業対象地域が限られ、全負担者に受益が及ばない。

地域づくり・観光振興
（例:南和地域の観光振興）

2 〃 〃

環境保全・循環型社会形成
（例:再生可能エルギー発電所の整備）

2 〃 〃

使途を特定せず 5 県は使途事業を特定せずに財源を充当できる。 負担者である法人に受益が担保されない。

※使途が複数の都道府県もあるため、合計が都道府県数（４６）とは一致しない。

全国の動向（使途事業別集計）
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（３）自動車税身体障害者等減免論点１ 使途事業の事業効果と受益と負担のあり方

・障害者福祉施設整備 ： 県立障害福祉施設整備（藤の木学園）
民間障害福祉施設整備

・老人福祉施設整備 ： 特別養護老人ホーム等整備
・医療施設整備 ： 県立医科大学附属病院整備

新奈良総合医療センター施設整備

主な使途事業〈平成２８年度～令和２年度〉 総事業費：２６７億円

・障害者福祉施設整備 ： 県立障害福祉施設整備（藤の木学園）
民間障害福祉施設整備

・老人福祉施設整備 ： 特別養護老人ホーム等整備
・医療施設整備 ： 県立医科大学附属病院整備

新奈良総合医療センター施設整備
・児童福祉施設整備 ： こども家庭相談センター整備

・法人の勤務環境づくりに資するための使途事業の充実

主な使途予定事業〈令和３年度～令和７年度〉 総事業費：３５０億円

県立医科大学新病棟

検討

高田こども家庭相談センター

引き続き、老人福祉施設整備（特別養護老人ホーム等整備）を対象とするとと
もに、児童福祉施設整備（こども家庭相談センター整備※）の追加を検討する。
※家庭内の問題や心配ごとを解消し、子育て中の女性が就労しやすい環境を整
えることで、企業における女性活躍を支援
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【プラス要素】
・ 社会福祉施設整備の受益を直接受けるのは個人のため、個人（県民税）にその負担を求める方が、受益と

負担の関係が明確になる。
・ 社会福祉には、毎年、一定の財政需要が発生するため、業績に左右される法人課税に比べ、安定した税収が

期待できる。

【マイナス要素】
・ 個人（県民税）では、すでに森林環境税として均等割の超過課税を行っている上、社会保障の財源として、令和

元年10月の地方消費税の税率引き上げにより、個人の税負担が増加している。
・ 個人に負担を求めたとしても、介護や子育てを行っていない納税者もあり、納税者全員が公平に受益を受ける

わけではない。

〈参考〉
個人県民税の超過課税の状況

均等割：３７団体（奈良県含む） 所得割：１団体（神奈川県）

検討 ・個人への追加負担の必要性・可能性

論点１ 使途事業の事業効果と受益と負担のあり方

個人への追加負担の検討に際し、そのプラス・マイナス要素を以下のように整理。
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（３）自動車税身体障害者等減免論点２ 地方法人課税改正後の超過課税制度のあり方

・地方法人課税改正の趣旨
・改正による法人の税負担及び県収入への影響

地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大都市に税収
が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、復元後の法人事業
税の一部を分離し、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税を創設。

新たな偏在是正措置の導入により、地方法人課税の人口一人当たりの税収は、最大／最小：６．００倍から３．１５
倍に是正。

東京都

奈良県

全国

最大／最小：６．００倍

人口一人当たりの最大／最小

＜地方法人二税のみ＞

（偏在是正措置なし）

500 100 150 200 250 300

250.6

41.8

100.0

東京都

奈良県

全国

最大／最小：３．１５倍

＜特別法人事業譲与税導入後＞

（人口による譲与＋譲与制限）

500 100 150 200 250 300

185.3

58.9

100.0

検討



奈良県森林環境税及び法人県民税の特例制度の検討スケジュール

➢森林環境税及び法人県民税の特例制度の課税期間が令和２年度で終了するため、税制調査会の答申に向けて
必要な検討を行う。
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（県）森林環境税
第３期

森林環境譲与税

（県）森林環境税
第４期

（国）森林環境税

H３０ R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７

・・・個人：５００円／年

法人：県民税均等割額の

５％相当額

・・・個人：１，０００円／年
課税期限到来

条例改正必要

県
制
度

国
制
度

8月 11月 12月 7月 9月諮問 答申

● ● ● ● ● ●税
制

調
査
会

県
民

ア
ン
ケ
ー
ト

森

林

環

境

税

法

人

県

民

税

法人県民税 特例制度 法人県民税 特例制度
特
例
制
度

実施 最終とりまとめ

11～12月 3月

●●●
中間とりまとめ

12月

・・・ 法人県民税法人税割額の

0.8％

課税期限到来

条例改正必要


